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■JCIP（ジェイシップ）とは？

建設業許可・経営事項審査電子申請システム（Japan Construction Industry electronic application Portal）

＝令和5年1月から運用開始された、許可・経審の電子申請をおこなうWebシステム

■JCIPで申請するに当たって準備するもの

①GビズIDアカウント（ログインに必要）

（GビズIDサイトより抜粋）

②電子納付対応（※）のインターネットバンキング口座 ※利用できる金融機関は変更になる場合もあります

※JCIPではPay-easyのATM支払いはご利用できません

（エフレジサイトより抜粋）

　１．JCIP全体のトピック

ＪＣＩＰ

エフレジ ペイジー

2



　１．JCIP全体のトピック

■JCIPで申請するメリット

（国土交通省パンフレットより抜粋）

①会社や自宅から申請

建設業許可、経営事項審査の申請の提出書類（確認書類含む）は多岐にわたり、一度の提出で完璧に

揃えるのは大変です。補正のやり取りが何往復も行われることが珍しくなく、その都度窓口を訪れたり

郵送するのは時間と手間がかかります。JCIPなら稼働時間の2:00～23:50の間であればいつでも

（再）提出できます。

②申請書類作成時間の短縮

様々な情報連携・入力支援を活用して書類作成の手間を軽減することができます。

・申請種別ごとの必要書類候補をプリセット　※申請先行政庁が発行する申請の手引きは必ずご確認ください！

・既に建設業許可を持っている業者については、公開されている許可情報をプリセット

・使い慣れた申請書類作成ソフトがあれば、その情報資産を活用

・「前回申請取込」機能により、2回目以降の申請の手間を大幅に軽減

③手戻り防止

補正のやり取り自体を極力少なくするために、送信前に様式内のエラーチェック、様式間の相関チェックを

しっかり実施します。申請書類を提出できる状態に整えるための指針となります。

④確認書類の取得や添付が不要

バックヤード連携を活用して確認書類の準備の手間を軽減することができます。

行政庁側でも確認の手間が軽減されるため、審査時間の短縮も期待できます。
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　１．JCIP全体のトピック

■令和8年7月1日施行予定の経審改正

（国土交通省HPより抜粋）

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001982604.pdf

★JCIPでは「申請データの作成を開始したタイミング」によって、改正前／改正後どちらの制度下での申請に

　なるかが決まります。

令和8年7月1日

★7月1日以降、新たに改正前の申請データを送信することは

　できません

★6月30日までに申請送信したデータは、改正前の制度での

　申請として、引き続き補正等の再送信が可能です

★6月30日までは、改正後の制度での

　申請データは作成できません

このボタンを押下する

タイミング

このタイミングで申請データを作成開始

→改正前の制度での申請

このタイミングで申請データを作成開始

→改正後の制度での申請

改正前制度下で審査を受けたが、

改正後制度下での再審査を希望する場合のボタン

4



■JCIPにおける決算変更届と経審申請

JCIPで経審申請を行うにあたって、決算変更届をJCIPで届け出ていることは必須ではありませんが、

各種の情報連携が行われるため、申請者・行政庁双方にとって大きなメリットがあります。

【工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高】

決算変更届で提出した「直前3年の各事業年度における工事施工金額」から金額を取り込むことができます。

（例）計算基準の区分が2年平均の場合

【工事経歴書及び当年度の変更届出書】

決算変更届で提出した工事経歴書で審査を行うため、経審申請時に改めて提出する必要はありません。

また、三重県では直前決算2年または3年分の変更等届出書の提出が必要ですが、

JCIPで提出した当年度分の変更等届出書については改めて提出する必要はありません。

　２．JCIPにおける決算変更届と経審申請

決算変更届をJCIPで届け出ていない場合のみ、

工事経歴書をPDFで添付して提出する。

JCIPで提出した当年度分の変更等届出書につい

ては含めなくてよい
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■経審申請における様式ごとのトピック

【経営規模等評価申請書・総合評定値請求書】

★新機能★　経営状況分析結果連携データからの自動入力

認証キー入力→「連携データ取り込み」ボタン押下で、以下の項目が自動入力されます。

※項番17「自己資本額」は、「審査対象」を選択することで値が取り込まれます。

・「基準決算」を選択する場合　→自己資本額欄に値が取り込まれます。

・「2期平均」を選択する場合　→基準決算欄に値が取り込まれます。

　直前の審査基準日欄に前期の自己資本額を入力すると、自己資本額欄が自動計算されます。

※経営状況分析結果通知書の発行からデータ連携までには、登録分析機関の状況により1～2営業日程度の

　期間が必要です。

　３．経審申請における様式ごとのトピック

分析結果通知書

０４　審査基準日 審査基準日

０６　処理の区分 処理の区分１、２

資本金額又は出資総額（「０７　法人又は個人の別」内） 資本金

１７　自己資本額　　※審査対象が「基準決算」の場合のみ設定 自己資本額

１８　利益額 審査対象事業年度 営業利益 営業利益（当期）

減価償却実施額 減価償却実施額（当期）

前審査対象事業年度 営業利益 営業利益（前期）

減価償却実施額 減価償却実施額（前期）

２０　登録経営状況分析機関番号 登録経営状況分析機関番号

JCIP画面
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　３．経審申請における様式ごとのトピック

【工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高】

★新機能★　事業年度終了届における「直３」データからの自動入力

JCIPで事業年度終了届を提出済の場合、「事業年度終了届から取り込む」ボタンで直３の数値を

取り込むことができます。

※項番33「その他」の欄には、経審を受審しない業種＋許可を受けていない業種の施工金額が入ります。

計算基準の区分が「2年平均」か「3年平均」か

によって取り込み先が異なるため、プルダウン

を選択するとボタンの使用が可能になる。

最新年度の情報2年平均：昨年度の情報

3年平均：昨年度＆一昨年度の情報
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■技術職員名簿

【A：監理技術者資格者証交付番号によるバックヤード連携チェック】

担当可能業種

保存時にデータチェック 必要な講習受講修了

（氏名＋生年月日＋交付番号） を確認

【B：技術検定合格番号によるバックヤード連携チェック】

審査基準日時点の

技術検定の

合格を確認

保存時にデータチェック

（氏名＋生年月日＋合格番号）

※国土交通省が実施する技術検定に限る

→A・B両方で確認が取れれば、確認書類の添付不要

バックヤード連携で確認が取れないものについてはPDFで確認書類を添付

　３．経審申請における様式ごとのトピック

監理技術者資格者証情報 監理技術者講習修了情報

技術検定合格者情報
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　３．経審申請における様式ごとのトピック

【他の書類への反映機能】

　・「継続雇用」にチェックを入れた技術職員の情報（氏名、生年月日）は、「継続雇用制度の適用を

　受けている技術職員名簿」に自動反映されます。

　・「技能者」にチェックを入れた技術職員の情報（氏名、生年月日）は、「技能者名簿」の「技術職員名簿

　　から取込」ボタンを押下することで、「技能者名簿」に反映されます。

　・「CPD単位取得数」はその合計値が「その他審査項目（社会性等）」に自動反映されます。

※「審査基準日現在の満年齢」は、技術職員の「生年月日」と、経審申請書の「審査基準日」を元に自動計算

　されます。

■その他の審査項目（社会性等）

①他の書類に入力された情報に基づき、自動設定される項目があります。

・「47　若年技術職員の継続的な育成及び確保」　→「別紙２　技術職員名簿」に入力された情報を元に、赤枠の

　項目が自動設定されます。

・「48　新規若年技術職員の育成及び確保」→「別紙２　技術職員名簿」に入力された情報を元に、赤枠の項目が

　自動設定されます。

・「49　CPD単位取得数」→「別紙２　技術職員名簿」「CPD単位を取得した技術者名簿」に入力された情報を元に、

　　赤枠の項目が自動設定されます。

・「50　技能レベル向上者数」→「様式第5号　技能者名簿」に入力された情報を元に、赤枠の項目が自動設定

　されます。
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　３．経審申請における様式ごとのトピック

②「61　公認会計士等の数」に人数を入力すると「連携」ボタンが活性化します。

　「連携」ボタンを押下して表示される画面に、一級登録経理士試験合格者の「氏名」「合格番号」を入力

　して閉じると、一級登録経理士試験合格者データに対してバックヤード連携を行い、入力した「氏名」

　「合格番号」が適切であること、加点に必要な講習を受講済みであることをシステムがチェックします。

　この画面で、証明すべき人数分（以上）の「氏名」「合格番号」が入力されており、かつチェック実行後に

　エラーが表示されなければ（入力した合格者の情報がすべて正しければ）、それらの合格者については

　確認書類「公認会計士等の数を証明する資料」の添付は不要となります。（他に公認会計士等がいれば、

　その方の証明は必要です）

③「62　二級登録経理試験合格者の数」に人数を入力すると「連携」ボタンが活性化します。

　「連携」ボタンを押下して表示される画面に、二級登録経理試験合格者の「氏名」「合格番号」を入力して

　閉じると、二級登録経理試験合格者データに対してバックヤード連携を行い、入力した「氏名」「合格番号」

　が適切であること、加点に必要な講習を受講済みであることをシステムがチェックします。

　この画面で、証明すべき人数分（以上）の「氏名」「合格番号」が入力されており、かつチェック実行後に

　エラーが表示されなければ（入力した合格者の情報がすべて正しければ）、確認書類「二級登録経理試験

　合格者の数を証明する資料」の添付は不要となります。
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■その他の書類

■工事種類別完成工事高付表
業種間積み上げを行う場合に作成します。左側に積み上げ先業種、右側に積み上げ元業種を入力します。

■継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿

技術職員名簿で「継続雇用」にチェックを入れた技術職員の情報が自動で反映されます。

■CPD単位を取得した技術者名簿

ここで入力したCPD単位取得数と、技術職員名簿で入力したCPD単位取得数が合算されて

その他の審査項目（社会性等）に反映されます。

■技能者名簿

「技術職員名簿から取込」ボタンを押下すると、技術職員名簿で「技能者」にチェックを入れた技術職員の

情報が反映されます。

　３．経審申請における様式ごとのトピック
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■建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書

及び情報共有に関する同意書

その他審査項目（社会性等）の項番54「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の

実施状況」の値により、必要に応じて作成します。

■経審申請におけるその他添付ファイル

・工事経歴書

同年度の事業年度終了の届出をJCIPで行っている場合、工事経歴書の添付を省略することができます。それ以外の

場合は「工事経歴書を添付する」にチェックを入れ、PDFで添付します。

・消費税の納税証明書

e-Taxをご利用いただける環境が整っていれば、「納税情報取得」ボタンからe-Taxにログインし、納税情報を

添付することができます。　※納税証明書が取得できるわけではありません。

・「追加」ボタン

経営状況分析結果通知書原本の提出を求められた場合や行政庁独自で求めている提出書類（※）、申請者側から

何らかの説明書類を添付したい場合などに、ファイル添付欄を追加することができます。

追加した添付欄には任意の名称を入力します。

※三重県のHPに「【別紙】経営事項審査におけるファイル添付が

　必要な書類の添付先」が掲載されていますので、確認してください

　３．経審申請における様式ごとのトピック

「追加」ボタンを押して現れるファイル添付欄
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■申請・届出送信

①「申請・届出内容」画面で、申請・届出書類グリッドの、必須書類の入力チェックがすべてOKになって

　いること、「その他添付ファイル」の必須書類がすべて添付されていることを確認後、

　「申請・届出送信」ボタンを押下します。また、行政庁に伝えたい事項がある場合は、「連絡事項」欄を

　ご活用ください。

②確認ダイアログが表示されます。　OKボタンを押下すると送信を実行します。

　４．申請・届出送信

入力した連絡事項を保存するボタン

（添付ファイルはアップロードすれば自動的に保存）

※申請締切日は三重県HPの「経営事項審査（電子）カレンダー」で確認してください
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　４．申請・届出送信

③送信完了後、確認ダイアログが表示されます。　OKボタンを押下すると「申請・届出内容」画面が閉じ

　ます。

※エラーがある場合の表示例

④送信完了後の申請データを確認するには、トップページ「申請・届出一覧」ボタンを押下します。

　※通知から確認することも可能です。

⑤「申請・届出一覧」画面が表示されます。許可番号等の検索条件を入力し、該当データを検索します。

　検索結果一覧に表示された、送信完了後の申請データは、状態が「確認待」に変化し申請番号が付与

　されています。

⑥該当データの「申請・届出内容」画面でも同様の状態が確認できます。
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■訂正と補正

行政庁による「確認」前の不備指摘 　＝訂正

行政庁による「確認」後の内容修正や補完の要求 　＝補正

①訂正または補正の必要が出ると、行政庁から通知が届きます。（通知と同時に申請者連絡先のメールアドレスに

　メールが届きます）

　通知をクリックして内容を確認します。

②テキストや添付ファイルによって訂正（補正）すべき内容が伝えられますので、ご対応ください。

　申請番号をクリックすると、申請・届出内容画面が開きます。

③訂正（補正）の方法は通常の入力と同様です。訂正（補正）した項目は、保存後に背景色が黄色になります。

　４．申請・届出送信

⇒
タイミングにより呼称は異なるが、申請者

側の対応はほぼ同じ
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　４．申請・届出送信

④全ての訂正（補正）が終わったら、申請・届出内容画面右下の対応済ボタンをクリックします。

⑤送信が完了すると、訂正であれば「確認待」、補正であれば「手続中」の状態に戻ります。

※申請の最終ステータス「発行済」に到達した状態

【通知】

【一覧】
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■手数料の納付

①手数料納付の準備が整うと、申請が「納付待」の状態になった旨の通知が届きます。

　「マイページ」画面の「通知」グリッドで、状態が「納付待」になった旨の通知を押下します。

②「申請・届出内容」画面が開いたら、画面右下の「手数料納付」ボタンを押下します。

③「手数料納付」画面が開き、「納付手続」項目に利用可能な納付方法が表示されます。

　三重県ではPay-easyによる電子納付のみとなっていますので、「納付する」ボタンをクリックして

　インターネットバンキングの画面に進みます。（※この操作以外では納付できません）

　４．申請・届出送信
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■（参考）決算変更届における様式ごとのトピック

【工事経歴書】

（JCIPから出力できる様式PDF）

　５．（参考）決算変更届における様式ごとのトピック

業種切り替えタブ

現在表示中の業種が白色

許可業種がクリーム色

自動計算値から変更がないことを表す青枠

入力分計：工事経歴書に記載した工事につい

てのトータル。自動計算されるが、丸め誤差

を手修正可能

合計：工事経歴書に記載しなかった工事も含

めたトータル。手入力。

工事実績がない場合は

チェック

小計：ページごとの金額のトータル。

※入力分計は様式には表示されない。
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　５．（参考）決算変更届における様式ごとのトピック

【直前3年の各事業年度における工事施工金額】

【財務諸表基本設定】

【貸借対照表】

事業年度の繰り上げ：

最新期欄の入力内容を1期前

欄に、1期前を2期前に移す

財務諸表間で移動するボタン

財務諸表内での入力値相関チェック財務諸表内での入力値相関チェック

変更届出書（決算変更届出

用）の事業年度に自動反映
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　５．（参考）決算変更届における様式ごとのトピック

【変更届出書（決算変更届出用）】

公開情報から情報補完

GビスID情報から情報補完

委任状から情報補完

財務諸表基本設定から自動反映

20


